
 

 須坂都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） ３･５･４号 山田線（その３）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1:2,500 

② 

都市計画道路 3･4･4 号 山田線 L=約 6,810ｍ 車線数=2 県立須坂病院 

変更区間 L=約 530ｍ 

W=17ｍ(22.5ｍ) 
変更区間 L=約 290ｍ 

W=17ｍ(16ｍ) 

須坂駅 

須坂園芸高校 

須坂創成高校 

横町中央 

交差点 ② 

①  

北横町 

交差点 

須坂駅南 

交差点 

旧屋代線 

踏切 

①  

３・５・４号山田線 
主要交差点に右折車線を設置するこ
とにより交通の円滑化を図るととも
に、自転車歩行者道を設け安全・安
心な交通空間の整備を目指すため、
幅員を変更する。 
また、長野電鉄屋代線踏切の廃止に
より立体交差を廃止する。 
今回変更案件（県決定） 

国道４０６号 

 

植樹帯 路肩

歩道 車道 歩道

3000 1500

17000

自転車歩行者道

4500 8000 4500

車線 車線 植樹帯

3250 750 1500750 3250 3000

自転車歩行者道路肩

標準部 
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 須坂都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） ３･５･５号 菅平線（その１）  
 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東中学校 

1:2,500 

①  

①

8000

3250 750
路肩路肩 車線 車線

車道

750 3250

３・５・５号菅平線 
高甫線の廃止に伴い終点位置を
変更する。また、明徳線の廃止
に伴い隅切を廃止する。 
今回変更案件（県決定） 
 

東中学校 

須坂都市計画道路 ３・５・５号菅平線の変更について 
 

変 更 理 由 
  
将来交通量の減少や代替路線への機能移転により３・４・１９号高甫線を廃止することから、当該

路線の終点部に位置する３・４・１９号高甫線との交差点を解消し、平成８年の変更決定前の終点位
置に戻すこととする。これにより３・５・５号菅平線の延長を約４，７００ｍに変更するものである。 
同時に、３・５・２０号明徳線の廃止により、明徳線との隅切区域を廃止するものである。 

また、併せて都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成 10 年政令第 331 号）及び都市計画法施
行規則の一部を改正する省令（平成 10 年建設省第 37 号）に基づき、車線数を決定する。 
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 須坂都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） ３･５･５号 菅平線(その２)   
 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

須坂市学校 

給食センター 

須坂市版画美術館 

1:2,500 

隅切区域廃止 

世界の民族 

人形博物館 

①  

8000

3250 750
路肩路肩 車線 車線

車道

750 3250 ３・５・５号菅平線 
高甫線の廃止に伴い終点位置を
変更する。また、明徳線の廃止
に伴い隅切を廃止する。 
今回変更案件（県決定） 
 

②  

百々川 

②  
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 須坂都市計画道路の変更 計画図（長野県決定） ３･５･９号 井上線  
 
 

 

                                                               

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

墨坂中学校 

1:2,500 

米持橋 

須坂都市計画道路 ３・５・９号井上線の変更について 
 

変 更 理 由 
  
３・４・１９号高甫線が廃止となることから、その交差部である米持橋付近の延長約２００ｍの右

折レーンを解消し、幅員１５ｍから１２ｍへ縮小するために都市計画変更を行うものである。 
 また、併せて都市計画法施行令の一部を改正する政令（平成 10 年政令第 331 号）及び都市計画法
施行規則の一部を改正する省令（平成 10 年建設省第 37 号）に基づき、車線数を決定する。 
 

①  

３・５・９号井上線 
高甫線の廃止に伴い、交差点の
右折車線を解消することから、
幅員を変更する。 
今回変更案件（県決定） 

メセナホール 

百々川 

①
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都市計画の策定の経緯の概要 

都市計画道路の変更（長野県決定） 

 

（３・４・４号山田線、３・５・５号菅平線、３・５・９号井上線） 

事 項 時 期 備 考 

地元説明会 

 

 

 

変更案の申出 

（都市計画法第 15 条 2第 1 項） 

 

関東地方整備局長下協議 

 

関東地方整備局長事前協議 

関東地方整備局長事前協議回答 

 

公聴会開催の公告 

 

素案の閲覧 

 

 

公聴会 

（都市計画法第 16条第 1項） 

 

市町村への意見聴取 

（都市計画法第 18条第 1項） 

 

計画案の公告・縦覧 

（都市計画法第 17条第 1項） 

 

市町村への意見聴取回答 

 

長野県都市計画審議会 

（都市計画法第 18条第 1項） 

 

国土交通大臣本協議 

（都市計画法第 18条第 3項） 

国土交通大臣本協議回答 

 

決定告示 

（都市計画法第 20 条第 1項） 

平成 26年 11 月 18 日（火） 

平成 26年 11 月 20 日（木） 

平成 26年 11 月 27 日（木） 

 

平成 26年 12 月 16 日 

 

 

平成 26年 12 月 25 日 

 

平成 27 年２月４日 

平成 27 年２月 26 日 

 

平成 27 年２月 19 日 

 

平成 27 年２月 19 日～ 

平成 27 年３月 13 日 

 

平成 27 年３月 15 日 

 

 

平成 27 年３月 30 日 

 

 

平成 27 年４月 13 日～ 

平成 27 年４月 27 日 

 

平成 27 年５月 21 日 

 

平成 27 年６月４日 

 

 

平成 27 年６月中旬（予定） 

 

平成 27 年６月下旬（予定） 

 

平成 27 年７月上旬（予定） 

 

シルキーホール 

高甫地域公民館 

日野地域公民館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公述の申し出がなかったため中止 

 

 

 

 

 

意見書の提出なし 
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